
子
育
て
情
報
館

施
設
情
報

保
健
・
健
康

コ
ラ
ム

ひ
と 

ま
ち

市
民
相
談
案
内

情
報
ア
ラ
カ
ル
ト

小
江
戸
い
ん
ふ
ぉ

市
政
に
ゅ
う
す
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経
済
セ
ン
サ
ス
に
ご
協
力
を

情
報
統
計
課
L
2
2
4
︲
6
1
8
5

　

総
務
省
・
経
済
産
業
省
で
は
、
2
月
1

日
を
基
準
日
と
し
て
全
国
一
斉
に
「
経
済

セ
ン
サ
ス
‐
活
動
調
査
」を
実
施
し
ま
す
。

　

こ
の
調
査
は
、
全
国
す
べ
て
の
民
営
の

事
業
所
お
よ
び
企
業
を
対
象
と
し
て
実
施

し
、
我
が
国
の
産
業
構
造
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。
調
査
結

果
は
、
各
種
の
行
政
施
策
や
地
域
の
産
業

振
興
・
商
店
街
の
活
性
化
な
ど
、
地
域
行

政
の
た
め
の
基
礎
資
料
と
し
て
利
用
さ
れ

ま
す
。
ま
た
、
東
日
本
大
震
災
が
発
生
し

た
平
成
23
年
の
経
済
活
動
を
明
ら
か
に

し
、
地
域
に
お
け
る
経
済
活
動
の
復
興
状

況
を
確
認
し
て
い
く
た
め
に
不
可
欠
な
資

料
と
な
り
ま
す
。

　

１
月
下
旬
か
ら
、
調
査
員
が
伺
い
ま
す

の
で
、
皆
さ
ん
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。給

与
支
払
報
告
書
の
提
出

市
民
税
課
個
人
住
民
税
担
当

L
2
2
4
︲
5
6
4
0

　

給
与
支
払
時
に
所
得
税
を
源
泉
徴
収
し

て
い
る
事
業
主
は
、
給
与
支
払
報
告
書
を

提
出
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

報
告
書
に
は
、
昨
年
一
年
間
に
支
払
っ

た
給
与
や
賞
与
な
ど
、
す
べ
て
の
給
与
支

払
金
額
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。提
出
は
、

従
業
員
が
平
成
24
年
1
月
1
日
現
在
に
住

ん
で
い
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
市
区
町
村
長
あ

て
で
す
。
な
お
、
昨
年
中
に
退
職
し
た
方

も
、
同
様
に
提
出
が
必
要
で
す
。

＊
給
与
所
得
の
ほ
か
に
所
得
が
な
い
方

は
、
こ
の
報
告
書
が
事
業
所
か
ら
提
出
さ

れ
た
こ
と
に
よ
り
、
市
・
県
民
税
の
申
告

を
済
ま
せ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

提�

出
期
限
…
1
月
31
日
㈫

提
出
場
所
…
市
民
税
課（
本
庁
舎
二
階
）

1
月
26
日
は「
文
化
財
防
火
デ
ー
」

文
化
財
保
護
課
L
2
2
4
︲
6
0
9
7

　

市
内
に
あ
る
数
多
く
の
文
化
財
を
守

り
、
次
の
世
代
に
継
承
す
る
こ
と
は
、
私

た
ち
の
責
務
で
す
。

　
「
文
化
財
防
火
デ
ー
」
に
合
わ
せ
て
、

消
防
車
両
に
よ
る
一
斉
放
水
な
ど
の
防
火

訓
練
を
実
施
し
ま
す
。

日
時
…
1
月
26
日
㈭
、
午
後
1
時
30
分
～

会�

場
…
喜
多
院
・
仙
波
東
照
宮
・
日
枝

神
社（
小
仙
波
町
一
丁
目
）

都
市
公
園
条
例
規
則
改
正
案
へ

の
意
見
募
集

公
園
整
備
課
L
2
2
4
︲
5
9
6
5

O
2
2
6
︲
4
1
0
2

　

な
ぐ
わ
し
公
園
温
水
利
用
型
健
康
運
動

施
設
の
開
設
に
伴
う
、
規
則
の
一
部
改
正

案
に
つ
い
て
、
意
見
を
募
集
し
ま
す
。

閲�

覧
・
募
集
期
間
…
1
月
23
日
㈪
～
2
月

21
日
㈫

閲�

覧
場
所
…
公
園
整
備
課（
本
庁
舎
五

階
）・
出
張
所
・
連
絡
所

対
象
…
市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学

提�

出
方
法
…
閲
覧
場
所
で
配
布
す
る
意
見

用
紙
に
必
要
事
項
を
明
記
し
、
〒

3
5
0
‐
8
6
0
1
川
越
市
役
所
公

園
整
備
課（
郵
送
・
フ
ァ
ク
ス
可
）

＊
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
、
閲
覧
・
意

見
の
提
出
が
で
き
ま
す
。

意
見
の
取
り
扱
い

　

提
出
さ
れ
た
意
見
お
よ
び
意
見
に
対
す

る
考
え
方
・
案
を
修
正
し
た
場
合
の
内
容

を
公
表
し
ま
す
。
類
似
の
意
見
は
取
り
ま

と
め
て
公
表
し
、
個
別
の
回
答
は
行
い
ま

せ
ん
。
ま
た
、
個
人
情
報
は
公
表
し
ま
せ

ん
。20

歳
に
な
っ
た
ら「
国
民
年
金
」

市
民
課
国
民
年
金
担
当

L
2
2
4
︲
5
7
6
4

　

国
民
年
金
は
、
老
後
の
所
得
保
障
の
制

度
で
す
。
ま
た
、
病
気
や
け
が
で
重
い
障

害
が
残
っ
た
と
き
な
ど
、
人
生
の
「
万
が

一
」
も
サ
ポ
ー
ト
す
る
公
的
年
金
制
度
で

す
。
20
歳
に
な
っ
た
ら
国
民
年
金
に
加
入

し
、
保
険
料
を
納
め
ま
し
ょ
う
。

　

年
金
保
険
料
を
納
め
な
い
で
い
る
と
、

老
後
の
年
金
が
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
り
、

年
金
額
が
少
な
く
な
っ
た
り
す
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
障
害
が
残
っ
た
場
合
の
障
害

基
礎
年
金
も
、
受
け
ら
れ
な
い
場
合
が
あ

り
ま
す
。

　

年
金
保
険
料
を
ま
と
め
て
口
座
で
引
き

落
と
し
た
り
、
該
当
月
の
月
末
に
引
き
落

と
し
た
り
す
る
と
、
納
付
書
で
の
納
付
よ

り
も
割
り
引
き
に
な
る
制
度
が
あ
り
ま

す
。
ま
た
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
や
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
納
付
も
で
き
ま
す
。
詳

し
く
は
、
年
金
事
務
所
L
2
4
2
‐

2
6
5
7
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

　

保
険
料
納
付
が
困
難
な
方
は
、
保
険
料

の
免
除
制
度（
納
付
猶
予
）や
、
学
生
納
付

特
例
制
度
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

　

な
お
、
就
職
し
て
い
て
厚
生
年
金
や
共

済
組
合
に
加
入
し
て
い
る
方
は
、
国
民
年

金
の
加
入
手
続
き
は
不
要
で
す
。

　
納
期
限
は
、
1
月
31
日
㈫

市
県
民
税（
第
4
期
）

国
民
健
康
保
険
税（
第
7
期
）

　
収
税
課
収
税
管
理
担
当

　

L
2
2
4
︲
5
6
8
6

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料（
第
7
期
）

　
医
療
助
成
課
後
期
高
齢
者
医
療
担
当

L
2
2
4
︲
5
8
4
2

介
護
保
険
料（
第
7
期
）

　
介
護
保
険
課
保
険
料
資
格
担
当

　

L
2
2
4
︲
5
8
1
7

市
税
な
ど
の
納
期
の
お
知
ら
せ


